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岩井労務管理事務所便り 令和４年７月号 

連絡先：〒323-0820 

栃木県小山市西城南 3-3-2 

電話 ： 0285-28-2855 ＦＡＸ 0285-28-6998 

ｅ－ｍａｉｌ：iwai-rokan@tvoyama.ne.jp 経営サプリメント･･･第 210 回 
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70 歳までの高年齢者就業確保措置 ４社に１社が実施済み（厚労省） 

★70 歳までの高年齢者就業確保措置は、努力義務規定ですが、25.6％（おおむね４社に１社）の企業で実施
済みとなっています。これを企業規模別にみると、中小企業では 26.2％、大企業では 17.8％ということで、
特に、人材不足が深刻化している中小企業で実施が進んでいるようです。措置の実施をお考えの場合は、気
軽にご相談ください。 

････････令和３年高年齢者雇用状況等報告の集計結果／70 歳までの高年齢者就業確保措置について･････････ 

令和４年６月下旬、厚生労働省から、「令和 3 年 高年齢者雇用状況等報告（６月１日現在）」の
集計結果が公表されました。集計結果のうち、令和３年４月１日から各企業の努力義務として施行された
「70 歳までの高年齢者就業確保措置」の実施状況が話題になりました。 

70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業 ➡ 報告があった全企業中の 25.6％ 

〔確認〕70 歳までの高年齢者就業確保措置（令和３年４月１日施行） 
定年を 65 歳以上 70 歳未満に定めている事業主または 65 歳までの継続雇用制度（70 歳以上まで引き続き

雇用する制度を除く）を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次の①～⑤に掲げるいずれ
かの措置を講ずることにより、65 歳から 70 歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。 

雇用による措置 
① 70 歳までの定年の引上げ 
② 定年制の廃止 
③ 70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・

勤務延⾧制度）の導入 

雇用によらない措置（創業支援等措置） 
④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結 

する制度の導入 
⑤ 70 歳まで継続的に社会貢献事業に従事 

できる制度の導入 

◆ 70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳 ◆ 

 

 

 

 

 

 

令和４年 10 月から、常時 100 人を超え 500 人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」
とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者
のうち、週所定労働時間 20 時間以上、月額賃金 8.8 万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生
年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。その対象となる事業所では、どのような手続きが
必要となるのでしょうか？                            

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深掘り解説❷ 

 

 

 

 

 

 

 

通常 、特定 適用 事業 所に 該 当 した 場合 、日本 年金 機構 の事 務セ ンタ ー等 へ特 定適 用事 業 所該
当 届を 届け 出る 必 要 があ りま す（ 健 康保 険組 合 が 管掌 す る 健康 保 険の 特定 適用 事業 所 該 当届 に
つい て は、 健康 保 険 組合 へ 届 け出 るこ と に なり ま す）。 

↓  し かし  
新た な 規模 要件 に 該 当し 、 施 行日 （令 和 ４ 年 10 月 １日 ）か ら特 定適 用事 業所 に該 当 する 場

合に つ いて は、 次 の よう に 取 り扱 うこと とさ れて いま す。  

･･････････････更なる適用拡大の具体的内容❷／規模要件に該当した企業における手続きは？･････････････ 
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★上記のように特定適用事業所に該当したことについては、手続きは不要です。逆にいえば、
要件に該当していれば、手続きをしなくても、特定適用事業所として取り扱われることになり
ます。 

しかし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、被保険者の資格取得
に関する手続きが必要となります。不明な点などがあれば、気軽にお尋ねください。 

令和３年 10 月から令和４年８月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の
総数が６か月以上 100 人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適
用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適
用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です（法人事業
所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します）。  

なお 、特 定適 用事 業所 とな った こと に伴 い、新 た に 被保 険者 資 格を 取得 する 短時 間労 働者
がい る 場合 は、各適 用事 業 所 がそ の者 に 係 る被 保 険 者資 格取 得 届を 日本 年金 機構 の事 務セ ン
ター 等 へ届 け出 る 必 要が あ り ます（健 康保 険組 合 が 管掌 する 健 康保 険の 被保 険者 資格 取得 届
につ い ては 、健 康 保 険組 合 へ 届け 出る こ と にな り ます ）。  
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